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八戸市開発審査会提案基準 新旧対照表 

改正 現行 

 

八戸市開発審査会提案基準 

 

【一般的事項】 

   （略） 

 

【個別的事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《既存造成団地》 

（既存造成団地の自己用住宅） 

第１  （略） 

 

《漁船員》 

（漁船員の自己用住宅）  

第２  （略） 

 

八戸市開発審査会提案基準 

 

【一般的事項】 

   （略） 

 

【個別的事項】 

《市街化区域周辺で立地が相当進んでいる区域》 

（市街化区域周辺で立地が相当進んでいる区域における自己用住宅） 

第１  市街化区域周辺で立地が相当進んでいる区域における自己用

住宅で、次の各号のいずれかに該当すること。 

① 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を

構成していると認められる地域であって、おおむね５０以上の建

築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域

で、市街化区域（工業専用地域を除く。）から３００メートル以内

にあること。 

② 主要な道路の沿線に存し、おおむね５０以上の建築物が市街化

区域（工業専用地域を除く。）から連たんし一団の集落を形成して

いると認められる地域であること。 
 

《既存造成団地》 

（既存造成団地の自己用住宅） 

第２  （略） 

 

《漁船員》 

（漁船員の自己用住宅）  

第３  （略） 

変更 ： 赤文字 

廃止 ： 青文字 
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《地域振興》 

（生徒数減少に対応する自己用住宅） 

第３  （略） 

 

（大学の周辺における下宿等） 

第４  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定流通業務施設） 

第５ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成１７年

法律第８５号。以下「物流総合効率化法」という。）第４条第１項に基

づく認定を受けた総合効率化計画に記載された同法第２条第３号に

規定する特定流通業務施設で、次の各号のいずれにも該当すること。 

① 次のいずれかに該当する施設であること。 

イ 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第２条第２

項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第６項に規

定する特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される

 

《地域振興》 

（生徒数減少に対応する自己用住宅） 

第４  （略） 

 

（大学の周辺における下宿等） 

第５  （略） 

 

（幹線道路沿線の店舗等） 

第６  国道、主要地方道、県道又は別に市長が指定する市道の沿線に

立地する店舗等で、次の各号のいずれにも該当すること。 

① 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２

項に規定する大規模小売店舗又は風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条各項

に規定する営業に該当しない自己業務用の工場、事務所、店舗等

であること。 

② 申請地は、道路に６ｍ以上有効に接し、いわゆる路地状敷地で

ないこと。 

 

（特定流通業務施設） 

第７ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成１７年

法律第８５号。以下「物流総合効率化法」という。）第５条第２項に規

定する認定総合効率化計画に記載された同法第２条第３号に規定す

る特定流通業務施設で、次の各号のいずれにも該当すること。 

① 次のいずれかに該当する施設であること。 

イ 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第２条第２

項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第６項に規

定する特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される
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施設であること。 

ロ 倉庫業法（昭和３１年法律第１２１号）第２条第２項に規定

する倉庫業の用に供する同条第１項に規定する倉庫であるこ

と。 

② 物流総合効率化法第４条第１０項に基づく都道府県知事から

の意見聴取において、当該特定流通業務施設が周辺の市街化を促

進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行

うことが困難又は著しく不適当と認められるものとの意見があ

った施設であること。 

 

《公共・公益的建築物》 

（研究施設） 

第６ （略） 

 

（公共的建築物、準公益建築物） 

第７ （略） 

 

（有料老人ホーム） 

第８ （略） 

 

（介護老人保健施設） 

第９ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規定

する介護老人保健施設（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２

条第３項に規定する第２種社会福祉事業の用に供されるものを除

く。）で、次の各号のいずれにも該当すること。 

① 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）第１

３６条第１項第１４号に規定する協力病院が申請地の近隣に所

在する場合等、介護老人保健施設を市街化調整区域に立地させる

施設であること。 

ロ 倉庫業法（昭和３１年法律第１２１号）第２条第２項に規定

する倉庫業の用に供する同条第１項に規定する倉庫であるこ

と。 

② 物流総合効率化法第４条第５項に基づく都道府県知事からの

意見聴取において、当該特定流通業務施設が周辺の市街化を促進

するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行う

ことが困難又は著しく不適当と認められるものとの意見があっ

た施設であること。 

 

《公共・公益的建築物》 

（研究施設） 

第８  （略） 

 

（公共的建築物、準公益建築物） 

第９  （略） 

 

（有料老人ホーム） 

第１０ （略） 

 

（介護老人保健施設） 

第１１ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規

定する介護老人保健施設（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

２条第３項に規定する第２種社会福祉事業の用に供されるものを除

く。）で、次の各号のいずれにも該当すること。 

① 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）第１

３６条第１項第１５号に規定する協力病院が申請地の近隣に所

在する場合等、介護老人保健施設を市街化調整区域に立地させる
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ことがやむを得ないと認められること。 

② 介護保険法第９４条第１項の許可が確実に見込まれること。 

 

（社会福祉施設） 

第１０ 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施

設又は更正保護事業法（平成７年法律第８６号）第２条第１項に規定

する更正保護事業の用に供する施設（以下「社会福祉施設」という。）

であって、設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、次の各

号のいずれにも該当すること。 

（略） 

 

（医療施設関係） 

第１１ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規

定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規

定する助産所であって、設置及び運営が国の定める基準に適合する優

良なもので、次の各号のいずれにも該当すること。 

（略） 

 

（学校施設） 

第１２ （略） 

 

《宗教施設》 

（鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等） 

第１３ （略） 

 

（社寺仏閣、納骨堂等） 

第１４ （略） 

 

 

ことがやむを得ないと認められること。 

② 介護保険法第９４条第１項の許可が確実に見込まれること。 

 

（社会福祉施設） 

第１２ 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施

設又は更正保護事業法第２条第１項に規定する更正保護事業の用に

供する施設（以下「社会福祉施設」という。）であって、設置及び運営

が国の定める基準に適合するもので、次の各号のいずれにも該当する

こと。 

（略） 

 

（医療施設関係） 

第１３ 医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定

する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所であって、設置及

び運営が国の定める基準に適合する優良なもので、次の各号のいずれ

にも該当すること。 

（略） 

 

（学校施設） 

第１４ （略） 

 

《宗教施設》 

（鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等） 

第１５ （略） 

 

（社寺仏閣、納骨堂等） 

第１６ （略） 
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《レクリエーション施設等》 

（レクリエーション施設等） 

第１５ （略） 

 

（１ヘクタール未満のスポーツ施設等） 

第１６ （略） 

 

（屋外空間を利用するスポーツ練習場） 

第１７ （略） 

 

《既存事業所等》 

（市街化調整区域内事業所の社宅等） 

第１８ （略） 

（日用雑貨店等併用住宅） 

第１９ （略） 

 

《拡張》 

（既存事業所の拡張） 

第２０ （略） 

 

《移転》 

（公害等による移転） 

第２１ （略） 

 

《用途変更》 

 

 

 

 

 

 

《レクリエーション施設等》 

（レクリエーション施設等） 

第１７ （略） 

 

（１ヘクタール未満のスポーツ施設等） 

第１８ （略） 

 

（屋外空間を利用するスポーツ練習場） 

第１９ （略） 

 

《既存事業所等》 

（市街化調整区域内事業所の社宅等） 

第２０ （略） 

（日用雑貨店等併用住宅） 

第２１ （略） 

 

《拡張》 

（既存事業所の拡張） 

第２２ （略） 

 

《移転》 

（公害等による移転） 

第２３ （略） 

 

《用途変更》 

（工場、事業所等の既存建築物の用途変更） 

第２４  工場、事業所等の既存建築物の存する土地について、やむを

得ないと認められる理由により行う宅地分譲で、次の各号のいずれに

も該当すること。 
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（住宅の属人性の変更） 

第２２  属人性のある住宅（法第２９条第１項第２号に規定する農

林漁業に従事する者の住宅又は法の規定により許可を得て建築され

た分家住宅その他ある一定の要件に該当する者に限って建築が認め

① 次のいずれかに該当する土地であること。 

イ 法以前から継続して建築物が存続し、その敷地として有効に

利用されていたことが確認できる土地であること。 

ロ 法第２９条又は法第４３条の許可を受けて建築物が建築され

た後、相当期間適正に利用された土地であること。 

ハ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成１２

年法律第７３号）第１条の規定による改正前の都市計画法第４

３条第１項第６号ロの規定による確認を受けた土地であるこ

と。 

② 敷地の規模、形状等から一の建築物の敷地として行う建築行為

より、一層好ましい住宅地形成ができると判断される土地利用で

あること。 

③ 予定建築物の用途は、一戸建て専用住宅又は第一種低層住居専

用地域内に建築することができる併用住宅であること。 

④ 予定建築物の建ぺい率及び容積率は、それぞれ６０パーセント

以下及び２００パーセント以下で、高さ及び斜線制限は第一種中

高層住居専用地域における制限に適合するものであること。 

⑤ 開発行為により設置される公共施設は、原則として市に帰属

し、市により管理されるものであること。 

⑥ このほか、法第３３条、八戸市開発指導要綱及び同技術基準に

適合するものであること。 
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られ、使用者が限定された住宅をいう。以下同じ。）を、それ以外の

使用者による自己用住宅とすることについて、次の各号いずれにも

該当すること。 

① 当該住宅が実際に存在し１０年以上法に適合して利用された

こと。ただし、次のいずれかに該当し、自己の意思に基づかない

で属人性の変更をせざるを得なくなったと認められる場合はこ

の限りではない。 

イ 所有者又は生計維持者の死亡によりそれらの相続人が住宅

を手放さなければならなくなった場合。 

ロ 建築された後に、通勤が困難な遠隔地への転勤、離婚、子息

との同居又は疾病の長期療養により転居する場合。 

ハ 裁判所からの破産宣告、担保権の実行等により裁判所が競売

に付した場合又は多額の負債を返済するために売却を余儀な

くされた場合。 

ニ その他、真にやむを得ないと認められる事情がある場合。 

② 敷地の規模は原則５００平方メートル未満又は従前の適法な

建築敷地以内であること。 

③ 既設存の建築物を建替え又は増築する場合においては、建築後

の延べ床面積の規模が従前の規模の１．５倍以下であること。 

※現状が「空き家」の場合でも、上記を満たす場合には該当するもの

とする。  
※宅地分譲許可区域内に存する住宅及び法以前から存する住宅につ

いては該当しないものとする。 

 

（未利用公有施設の用途変更） 

第２３  既に用途廃止されている、又は公共施設等総合管理計画等に

おいて、用途廃止が望ましいと位置づけられているものの未利用公有

施設を用途変更し、民間に移譲するもので、次のいずれにも該当する
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こと。 

① 既存コミュニティの維持、観光振興等のために必要な施設で市

長が認めるものであること。 

（研究所、研修施設、宿泊施設、地域交流施設、社会福祉施設、

医療機関、介護老人保健施設、文教施設、農産物直売所） 

② 既存建築物の利用を前提とするものであること。（利用に際し

ては、建築基準法等、関係法令を遵守すること。） 

③ 居住を主としたものではないこと。 

④ 周辺の交通状況及び環境に影響を及ぼさないものであること。 

 

附則  
（施行期日）  
この提案基準は、平成１３年４月１日から施行する。  
附則  
（施行期日）  
この提案基準は、平成１４年６月１日から施行する。  
附則  
（施行期日）  
この提案基準は、平成１５年４月１日から施行する。  
附則  
（施行期日）  
この提案基準は、平成１８年５月１日から施行する。  
附則  
（施行期日）  
この提案基準は、平成２０年１月１日から施行する。  
附則  
（施行期日）  
１ この提案基準は、令和３年４月１日から施行する。  

 
（市街化区域周辺で立地が相当進んでいる区域における自己用住宅

に関する経過措置）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
附則  
 
この提案基準は、平成１３年４月１日から施行する。  
附則  

 
この提案基準は、平成１４年６月１日から施行する。  
附則  

 
この提案基準は、平成１５年４月１日から施行する。  
附則  

 
この提案基準は、平成１８年５月１日から施行する。  
附則  

 
この提案基準は、平成２０年１月１日から施行する。  
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２ 市街化区域周辺で立地が相当進んでいる区域における自己用住

宅で、次の各号いずれにも該当するものについては、法第３４条第

１４号又は令第３６条第１項第３号ホの規定を適用し、開発審査会

に付議するものとする。 

① 令和５年３月３１日までに、法第２９条又は法第４３条に基づ

く許可申請がされたものであること。 

② 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を

構成していると認められる地域であって、おおむね５０以上の建

築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地

域で、市街化区域（工業専用地域を除く。）から３００メートル以

内にあること。 

③ 申請地の形状は路地状敷地でないこと。 

④ 令和７年３月３１日までに、建築基準法第７条又は第７条の２

の規定による建築された住宅の検査済証の交付を受けることが

見込まれること。（やむを得ない事情によらない場合で、期限内

に検査済証の交付を受けない場合には、法第８１条の規定により

許可の取り消しを行う。） 

※期限内の建築を遵守するために、法第７９条の規定による許可の条

件を附すものとする。 
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[別表] 提案基準第６ 市長が指定する市道 

 
（開発審査会提案基準に基づき市長が指定する区域）  

路  線  区  間  

①市道前田小田線 

 

〔H13.4.1〕 

都市計画道路 3･4･8 号白銀沼館環状線のう

ち、次の区間 

 国道 454 号交差部から主要地方道八戸野辺

地線交差部までの 3.5km 

②市道河原木豊崎

線 

〔H13.4.1〕 

市道河原木豊崎線のうち、次の区間 

 国道 45 号交差部から五戸町境までの 9.2km 

③市道西ノ平大塚

線 

 

〔H14.6.1 追加〕 

市道西ノ平大塚線のうち、次の区間 

 市道新井田白銀線交差部から市道野場種差

線交差部までの 2.0km 

④市道野場種差線 

 

〔H14.6.1 追加〕 

市道野場種差線のうち、次の区間 

 県道妙売市線交差部から主要地方道八戸階

上線の交差部までの 6.9km 

⑤市道下長 1 号線 

 

〔H14.6.1 追加〕 

市道下長 1 号線のうち、次の区間 

 都市計画道路 3･4･8 号白銀沼館環状線交差

部から都市計画道路 3･3･4 号売市長苗代線交

差部までの 0.9km 

⑥市道下長３号線 

〔H14.6.1 追加〕 

都市計画道路 3･3･4 号売市長苗代線のうち、

次の区間 

 市道下長 1 号線交差部から国道 45 号交差

部までの 0.5km 

⑦市道八戸福地線 

 

〔H14.6.1 追加〕 

市道八戸福地線のうち、次の区間 

 国道 340 号交差部から県道櫛引上名久井三

戸線交差部までの 4.6km 

⑧市道橋向尻引線 

 

市道橋向尻引線のうち、次の区間 

 主要地方道八戸百石線交差部から国道 45
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〔H15.4.1 追加〕 号交差部までの 1.6km 

⑨市道階上道線 

〔H15.4.1 追加〕 

市道階上道線のうち、次の区間 

 市道南海岸 1 号線交差部から階上町境まで

の 5.3km 

 
 
 
 

 


